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論 文 内 容 の 要 旨

第� 本論文の要旨

本論文は、アメリカ合衆国の民事訴訟手続における証拠開示の方法であるディスカバリー制度について

検討するものである。ディスカバリー手続は、正式事実審理前の段階において、訴訟当事者が当該事件に

関係する情報を広範囲に提出し合うという証拠開示制度であり、その対象範囲の広さが特徴の一つとなっ

ている。従来よりアメリカのディスカバリーについては、その濫用が批判されることが多く、日本におい

てもディスカバリーについては消極的な評価しか与えられてこなかった。本論文は、このような評価を覆

すベく、民事訴訟手続における公正さをどのように保障するかという問題意識から、アメリカのディスカ

バリー制度を再評価し、同時にディスカバリー手続きの制限的役割を持つ「保護命令」（protective order）

について文献や判例を分析する中で、その機能と役割を検討するものである。

アメリカの民事訴訟における証拠開示の制限については、すでに弁護士―依頼人間の秘匿特権のような

伝統的な守秘義務に関するもののほか、判例法によって形成されたワーク・プロダクトとして知られる弁

護士の職務上の情報の保護がある。これに対し、「保護命令」は、裁判所の介入によって、あるいは当事

者の自主的な合意によって証拠開示そのものや、その開示方法を制限する手続である。この点については

連邦民事訴訟規則26(c)が、「裁判所は、申立てに正当事由がある場合には、…訴訟当事者あるいは他の者

を、困惑、当惑、強迫または不当な負担または不当な出費から保護する命令をなすことができる。」と規

定し、証拠開示請求の濫用から訴訟当事者を守ることを目的としている。本論文は、ディスカバリーと保

護命令に関する多数の判例分析をおこなうことによってディスカバリーだけでなく証拠開示における保護

命令の持つ意味とその機能を明らかにしようとするものである。

第� 本論文の構成

本論文の第�章は、問題提起に当てられ、そこではアメリカのディスカバリー制度を研究する意義およ

び目的を述べ、また日本の民事訴訟手続における証拠開示制度の問題点についても触れている。日本の民

事訴訟法では、当事者に対して「信義に従い誠実に民事訴訟を追行する」義務を負わせ（民訴�条）、こ

の義務の具体化のーつとして、訴訟に関する資料や証拠の収集調査義務を当事者に負わせている(民訴規

則85条）。本章の問題提起は、とくに日本の民事訴訟法における文書提出命令規定（民訴220条）を念頭に

置きながら、アメリカのディスカバリーの種類、実態及びその比較法的解明を行い、一方で全面的証拠開
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示を目的とするアメリカの証拠開示制度と、他方で開示義務を免れることのできる情報や証拠を明文規定

することによって開示そのものを回避できる場合を定める日本の文書提出命令との違いを、制度の問題だ

けでなく、民事訴訟における公正さの確保の問題であるとの問題意識から、アメリカのディスカバリーに

おける保護命令について検討を加えるものである。

第�章では、ディスカバリーにおけるいわゆる非開示特権（non-disclosure privilege）について、「弁護

士―依頼人特権」（attorney-client privilege）と「ワーク・プロダクト」（work product）について紹介し、

それぞれの問題点を含む判例を分析している。「弁護士―依頼人特権」は、依頼者が弁護士から法的助言

を求める場合に、いかなる種類のものであれ、その法的助言に関する通信や文書は、依頼者またはその法

的助言者による開示から保護されるというものである。この特権を認める目的は、「弁護士と彼らの依頼

者との間の完全で率直なコミュニケーションを促進するだけでなく、法律の遵守と法の執行のなかに公的

利益を広く促す」ことにある。他方、「ワーク・プロダクト」は、1947年のヒックマン事件連邦最高裁判

決で確立した判例法であるが、連邦最高裁は、弁護士が受任するかまたは受任予定の事件に関する弁護士

の印象、意見または戦略を反映した情報についてのどのような部分についてもディスカバリーから免れる

権利があるとした。この判決によってワーク・プロダクトは、「訴訟に備えて行われる弁護士の仕事を保

護する」ものとなったとされ、第�章の結論として、広範なディスカバリーにもその濫用を抑制する法的

原則があり、それが公正な裁判の実現のために機能することを示している。

第�章は、本論文の中心となる「保護命令の意義と機能」について述べる。保護命令は、ディスカバリー

手続において公正さを保障するための効果的な手段である。保護命令は開示前だけでなく、ディスカバ

リーが行われている間にも裁判所に申立てを行うことができ、そのことによって当事者がディスカバリー

制度に規律正しく従うことを促進し、訴訟手続の公正さを確保している。連邦民事訴訟規則26(c)では、

この保護命令を求める際に、「当事者間での事前協議を経ること」（meet & confer）に加えて、「正当事由

を示すこと」（for good cause shown）の二つの要件を定めている。この「事前協議」の要件は、当事者間

での自主的な証拠開示について合意することを勧めるものであり、「正当事由」は、このような調整が整

わない場合に証拠開示の制限、つまり保護命令を裁判所に請求する根拠を示すものとなる。第二の要件で

ある「正当事由」の枠組みや内容を理解するために、本章ではプライパシー情報、特許情報および営業機

密を含む事案において保護命令が求められた多数の判例を分析し、「正当事由」の要件を明らかにしてい

る。本章では、この「正当事由」の有無を決定する際に裁判所が直面する課題は、ディスカバリーによっ

て入手した情報が訴訟以外の場面で利用される可能性の程度と、情報の相互開示によって公正な裁判の実

現を図るという要請との均衡（balance）をどのようにとるかという比較衡量の問題であると結論付けて

いる。

第�章は、Mass Torts（大規模不法行為)訴訟におけるディスカバリー手続について分析する。Mass

Tortsは、原告が多人数存在し、被告が複数企業や政府を含む場合の不法行為を意味する。Mass Torts

では、被害者の範囲の確定、多岐に渡る法的論点、複雑かつ立証の困難な因果関係などの問題を避けて通

ることが出来ず、このような特殊な不法行為訴訟におけるディスカバリーの在り方は訴訟の公正さの観点

からも重要な問題となる。本論文では、Mass Tortsの審理で行われたディスカバリーの実態を分析する

ために二つの具体的事件である Agent Orange 事件と Vioxx事件を検討している。

Agent Orange 事件は、ベトナム戦争時に枯葉作戦の名のもとで散布された農薬によって間接被害を受

けたアメリカ、オーストラリア、ニュージーランドなどの兵士やその家族が合衆国と�社の薬品会社を相

手取って提起した損害賠償訴訟であり、�万人以上の原告が存在した。このような訴訟でディスカバリー

をどのように実行するかはきわめて困難な課題を裁判所に負わせるものになり、裁判所の積極的な指導な

しには公正な裁判は実現できないとしている。他方、Vioxx事件は、二万人以上の原告が薬害被害の救済
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を求めたMass Torts訴訟である。この訴訟で被告会社は一貫して訴訟による解決を求め、原告の一人ひ

とりの症状についてディスカバリーを要求する一方で、被告会社の有する情報のディスカバリーについて

は徹底した非開示戦略をとった。しかし、何千件もの文書が非開示に該当するかどうかの判断を一人の裁

判官に委ねることは、法の適正手続に対する重大な懸念を引き起こすだけでなく、原告にも大きな時間的、

金銭的負担をかけることになる。そこで裁判所はクラス・アクションにおける原告の被害、損害額の算定

で用いられる統計サンプリング法を用い、このような被害者側の主張に効率的に対処する方法をとった。

この二つの事件にみられるようにMass Tortsでは、ディスカバリーによる開示を積極的に促す一方で、

被告企業の保護命令の申立てには慎重な対応をおこなうことが、訴訟の迅速な遂行だけでなく、Mass

Torts訴訟における証拠偏在や訴訟上の不公平感（unfairness）を減少することになり、結果として民事

訴訟における公平性（fairness）を達成できると指摘している。

第�章では、ディスカバリー手続のなかでも、近年特に問題となっている Eディスカバリーについて

検討をおこなっている。アメリカ連邦民事訴訟規則の一部が2006年12月�日に改正され、電子形式で保存

された情報（Electronically Stored Information, ESI）に関するディスカバリー規定が整備され、紙ベース

のディスカバリーと比較してディスカバリーの対象範囲が格段に拡大されることになった。

電子化された情報は、キーワードによる検索やソーティング（分類化）といった点で、従来のように紙

ベースの文書をひとつひとつ読んで訴訟や事件との関連性を精査し、検討することに比べると、時間的に

もより迅速で、安価な対応が可能と思われている。しかしながら、紙ベースのディスカバリーと比較して、

Eディスカバリーでは、包括的、概括的な開示を余儀なくされる場合が格段と多くなるため、その場合の

守秘義務や秘匿特権をどう扱うかが問題となると本論文は指摘する。たとえば、Eメールに含まれる企業

機密やプライバシーといった守秘すべき情報をどのように守るかという点については、どのようなデータ

をディスカバリー対象として入手するか、その具体的方法をどのように決めるかなど、紙ベースによる

ディスカバリー以上に慎重な検討が必要であり、その場合にも「保護命令」が積極的に機能する余地があ

ることを、関連判例を分析するなかで明らかにしている。とくに、紛争の生じやすい Eディスカバリ一

方法については、相手方のハードディスクからミラーイメージを作成する手法を取り上げ、これらが判例

で支持されているだけでなく、守秘義務の保護が図られる理想的な手続きだとして紹介している。

なお、補論として、国際的なディスカバリーの問題について、国際民事紛争の事例を分析しながら論じ

ている。グローバル経済化が加速することにより、国境を越えたビジネスが関係する訴訟は増加してきて

いるが、とくにアメリカに経済活動の基盤を置く企業が当事者である場合に、どこまでアメリカのディス

カバリー手続きがそのような訴訟に適用されるかは重要な問題である。今後はこのような問題が国際的な

証拠開示の問題として提起される機会が多くなることを前提とすれば、日本がまだ批准していない「ハー

グ証拠収集条約」（民事または商事に関する外国における証拠の収集に関する条約）を超える国際的な共

通証拠開示ルールの整備と立法化の可能性を今後の検討課題としたいと述べている。

第�章は、本論文の「むすび」として位置づけられ、アメリカのディスカバリー制度の評価、「保護命令」

の役割と効果、さらにそれらが個別訴訟において公正な民事裁判を遂行するための重要な制度となってい

る点を結論として論じている。

まとめとして、本論文での考察の結果、アメリカのディスカバリー制度は、民事訴訟の核ともいうべき

証拠収集制度の活動に自主的開示とその保障を与えているが、他方で、その濫用的側面については保護命

令による一定のコントロールがなされているだけでなく、この保護命令により民事裁判の公正さを保障し

ている面のあることを強調している。また比較法的観点からすると、日本の民事訴訟においても事件に関

係する証拠は積極的な開示を基本原則とし、一定の情報開示に支障のある場合は、その排除理由を申立て

ることによって、その開示を免れるようにするのが本来的なあり方であり、さらにそれが民事訴訟の公正
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さ（fairness）を実現することになると指摘し、日本の民事訴訟手続きにおける証拠開示の在り方の改革

の必要性を主張している。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

第� 論文の評価

本論文は、アメリカのディスカバリーにおける保護命令の問題についてこれまでの学説や判例を確認し

つつ、日米の比較法的視点から研究分析するものであり、学界および実務界双方に参考となる証拠開示の

実態とそれに基づくわが国の民事訴訟における証拠開示制度の改革論が明快に主張されている。

以下、本論文の特徴点を挙げる。第一に、本論文は、米国のディスカバリー制度を類型化し、その種類、

方法、手続等について民事訴訟における手続法構造の問題について幅広く論じている。その特徴は、アメ

リカのディスカバリー手続きをめぐる法的問題点を事件類型または訴訟類型ごとに整理した上で、関連す

る判例を詳細に分析し、開示範囲に関する具体的考慮要素を提示した点で重要な意義を有すると評価でき

る。この点は、アメリカでの民事訴訟に関与してディスカバリー手続きに対応しなければならない実務家

にとっても重要な指針と示唆を含む内容になっている。

第二に、ディスカバリーにおける保護命令の機能に関する基本的先例が取り上げられて解説されてい

る。とくに本論文において中心的に論じられたディスカバリーにおける保護命令のもつ役割およびその機

能については、これまで日本では十分に紹介や解説はなされておらず、それに取り組んだところに価値が

ある。

第三に、本論文の最大の特徴は、本論文で参照された文献や資料のほとんどが英文の論文、著書、判例

であり、膨大な量の英文を読みこなしたうえでまとめ上げられていること、さらに判例分析を詳細かつ丹

念におこなうことで各論点の検討がなされている点である。とくに多数の判例の徹底的な検討から、個々

の論点に関する判例の考え方、考慮要素、そして課題が説得的な形で提示されている。この点、ディスカ

バリーに関する総合的な研究が十分になされておらず、文書提出命令の問題点も指摘されているわが国の

状況においては、質量ともに、アメリカ法学会における貴重な研究成果であるのみならず、今後の民事訴

訟法のあり方にも一石を投ずる重要な研究であるといえる。

しかしながら、他方で、若干の問題点も指摘することができる。本論文では、英文文献を翻訳しながら

まとめられたため、その記述方法に翻訳口調が残り、若干読みづらい部分があること、また各章における

問題の所在がやや抽象的であり、読み手にとっては分かりにくい点があること、各章のまとめの部分で指

摘されている問題意識や結論は各章の最初に示す方が論旨が分かりやすいといった点である。論述内容に

関しては、米国でのクラス・アクション訴訟におけるディスカバリーやインカメラ手続きと関連した保護

命令の役割やその実務上の問題点についての詳しい紹介が必要であると考えられる。また、わが国の不法

行為制度（とくに医療過誤訴訟や健康被害訴訟）における「因果関係の推定」の手法について、米国の不

法行為訴訟の現状との比較などを通じて、わが国の訴訟実務における証拠開示のありかたについての制度

上の示唆を考えることも、今後さらに研究、検討を進めるべき重要な課題であると考えられる。

以上のような問題点や課題があるものの、この点は本論文の全体的価値を否定するものでは全くなく、

結論としては、研究内容、研究手法、学会への貢献度に鑑みて、今後もさらなる活躍が期待できる有為な

研究であり、質量ともに法学博士号を授与するに足りる内容を備えた優れた論文であるといえる。

以上のような博士申請論文の評価と口述試験の結果に基づいて、審査員一同は、申請者竹部晴美氏に関

西学院大学博士（法学）の学位を授与することが適当であると判断する。
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